
早期卒業制度について 

 

1 早期卒業制度 

 実務法曹になるために法科大学院へ進みたい、大学院に進学して政治学の研究をしたい、

法学部卒業後に法学や政治学の研究者の途に進みたい、海外の大学院に行きたい、など、

法学部卒業後さらに大学院等で勉強しようと考えていらっしゃる方もあるでしょう。 

 そしてそのような場合には、4 年ではなく 3 年で大学を卒業して早く大学院に進みたいと

いう考えをお持ちの方もあるでしょう。そういう方のために、法学部では、早期卒業制度

を用意しています。 

 これは、法科大学院や法学政治学研究科総合法政専攻や公共政策大学院、あるいは海外

の大学院などの「高等教育機関」に進みそこで学修を続けようとする人が、本来の法学部

進学後 2 年ではなく、法学部進学後 1 年または 1 年半で法学部を卒業する制度です。入学

からいえば、3 年（3 月修了）または 3 年半（9 月修了）で法学部を卒業することになりま

す。 

 

2 キャップ制――計画的な履修の必要 

 法学部の卒業に必要な単位数は 80 単位であり、これを、一部は 2 年次に（2 年次に駒場

で開講される法学部専門科目があります）、大半は 3 年次と 4 年次に履修・単位取得する必

要がありますが、早期卒業の場合は、1 年または半年、短縮された期間で必要な単位を取得

しなければなりません。 

 また、単位取得については、履修届出をする必要があるのですが、届出のできる上限が

決まっています。キャップ制と言います。具体的には、2 年次の駒場で開講される法学部専

門科目については、その全体について 34 単位を超えて履修の届出はできないことになって

いますし、また、3 年次以降については各セメスターにつき 24 単位という上限が設定され

ています。早期卒業を予定する場合は、早期卒業予定者の申請・届出を行い、早期卒業予

定者の認定を受けることで、このキャップが緩和され、3 年次以降の各セメスターにつき

24 単位という上限が 30 単位まで認められます。 

 限定された期間内に必要な単位を修得しなければならないこと、しかも、キャップ制が

とられているために、計画的に万遍なく履修することが必要になってきます。 

 

3 単位および成績の要件 

 早期卒業制度を利用して 3 年または 3 年半で卒業するためには、早期卒業予定者の申請・

届出を行い、早期卒業予定者としての認定を受けるステップが必要です。この申請･届出は、

法学部への進学時以降に行うことになります。この申請・届出は、卒業後にどのような高

等教育機関で何を学ぼうとするかの計画書と所定の届出書を提出して行うのですが、この

申請・届出を行うためには、一定の単位を取得し、かつ成績の要件をみたしていなければ



なりません。 

 取得単位数および成績の要件は、教養学部前期課程開講科目と、法学部専門科目のそれ

ぞれについて、設定されています。 

法学部への進学時に申請・届出を行う場合を例にとると、 

教養学部前期課程開講科目については、法学部進学のための要件を満たす単位を取得して

いること、GPA が 3．2 以上であることが必要であり、 

それと並んで 

法学部専門科目について、教養学部前期課程在学中に、26 単位以上取得していること、優

上（A+）あるいは優（A）の割合が履修届出単位数の 50％以上であるか、または、GPA が

3．3 以上であること、 

この両方が必要です。 

 また、早期卒業が認められるためには、卒業判定の段階において、卒業に必要な科目を

履修し、合格していることに加えて、法学部専門科目について、優上（A+）あるいは優（A）

の割合が履修届出単位数の 50％以上であるか、または、GPA が 3．3 以上であることとい

う、成績要件を満たす必要があります。 

 また、高等教育機関への進学のための制度ですので、その受入承認があることが必要に

なります（法科大学院の入学許可や、法学政治学研究科総合法政専攻の入学許可、公共政

策大学院の入学許可、他の研究科や他の大学の大学院の入学許可、海外の大学院の入学受

入れなどです）。 

 

4 早期卒業を考える皆さんに 

 法学部早期卒業制度については、「法学部早期卒業制度規則」で定められています。より

詳細は、同規則を参照していただくとよいのですが、入学して間もない皆さんにお伝えし

たいことは、早期卒業制度を利用しようという場合は、特に計画的な履修、そして、成績

を揃えることが必要となりますので、早めに、制度の内容を確認して、計画することが大

事だということです。 

 もちろん、じっくりと学部で 4 年間、学修を重ねることも、1 つの、あるいはむしろ基本

的なあり方です。時間をかけて学修をするに値する授業科目やカリキュラムを法学部は用

意しています。 

その一方で、早期卒業制度については、例えば、これを活用し、別途開設されている法

曹コースを経て、法科大学院へ進むことも、1 つのルートとして想定されていますので、検

討されてはいかがでしょうか。 

 


